
議案第１２３号 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について

 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を次のよう

に定める。

  平成２５年１２月３日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号 

   消費税及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 

（三豊市たくまシーマックス条例の一部改正） 

第１条 三豊市たくまシーマックス条例（平成 18 年三豊市条例第 110 号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

  別表三豊市たくまシーマックスの項中「１，５７５円」を「１，５００円」に改

める。 

 （三豊市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正） 

第２条 三豊市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成 18 年三豊

市条例第 140 号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１事業系一般廃棄物の項手数料の欄中「２５２」を「２４０」に改め、同

表備考を次のように改める。 

  備考 

   １ この表において特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法

（平成 10 年法律第 97 号）第２条第５項に規定する特定家庭用機器廃棄物を

いう。 

   ２ 事業系一般廃棄物の処理手数料の額は、この表により算出した額に消費税

等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に基づき消費税が課される金

額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金

額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り捨てた額）とする。 

（三豊市農業及び漁業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第３条 三豊市農業及び漁業集落排水処理施設条例（平成 18 年三豊市条例第 145 号）

の一部を次のように改正する。 
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  第５条各号列記以外の部分中「次の各号」を「次」に改め、同条第２号中「なら

ない」を「ならないこと」に改める。 

  第２０条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２０条関係） 

１ 三豊市上高瀬第１地区農業集落排水処理施設、三豊市大見地区農業集落排水

処理施設及び三豊市北草木農業集落排水処理施設の使用料 

 一般家庭 

 事業所等 

２ 三豊市潟満地区農業集落排水処理施設、三豊市上新田地区漁業集落排水処理

施設及び三豊市大浜地区農業集落排水処理施設の使用料 

 一般家庭 

 事業所等 

 （三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設条例の一部改正） 

第４条 三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設条例（平成 18 年三豊市条例第 153 号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

使用料（月額） １世帯当たり ２，５００円  ６００円／人 

人員 １～１０人 １１～２０人 ２１～４０人 ４１～６０人 ６１～１００人 １０１人以上 

使用料 

（月額） 

３，０００円 ８，０００円 １６，０００円 ２６，０００円 ４１，０００円 ５１，０００円

使用料（月額） １世帯当たり １，０００円  ６５０円／人 

人員 １～１０人 １１～２０人 ２１～４０人 ４１～６０人 ６１～１００人 １０１人以上 

使用料 

（月額） 

３，０００円 ８，０００円 １６，０００円 ２６，０００円 ４１，０００円 ５１，０００円
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づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。

  別表大人の項中「６００」を「５８０」に改め、同表子供（５歳以上～１２歳未

満）の項中「３００」を「２９０」に改め、同表身体障害者・７０歳以上の項中

「５００」を「４８０」に改める。

 （三豊市産地形成促進施設条例の一部改正） 

第５条 三豊市産地形成促進施設条例（平成 18 年三豊市条例第 157 号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

  別表第２ １ 三豊市高瀬町産地形成促進施設の表中 

 「                「

                 を                に改め、

               」                」

同表 ４ たからだの里「物産館」の表食堂コーナーの項中「月額８８，０００」

を「月額８３，８１０」に改め、同表喫茶コーナーの項中「月額６６，０００」を

「月額６２，８６０」に改める。

（三豊市財田町土づくりセンター条例の一部改正） 

第６条 三豊市財田町土づくりセンター条例（平成 18 年三豊市条例第 159 号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

  第１１条第１項第２号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表配達散布の項料金の欄中「１１，５５０」を「１１，０００」に改め、同表

１，０００ ２，０００

１，０００ ２，０００

１，２５０ ２，５００

９６０ １，９１０

９６０ １，９１０

１，２００ ２，３９０
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配達の項料金の欄中「８，４００」を「８，０００」に改め、同表自己取引の項料

金の欄中「７，８７５」を「７，５００」に改める。

（三豊市漁港管理条例の一部改正） 

第７条 三豊市漁港管理条例（平成 18 年三豊市条例第 166 号）の一部を次のように改

正する。 

  別表 １ 漁港施設の使用料の表中 

 「             「

              を             に改め、同表備考３

             」             」

を次のように改める。 

   ３ 使用料の額は、この表の備考以外の部分並びに１及び２により計算して得

られた額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に基づき消

費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭

和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税

率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を加えた額（当該額に１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

  別表 ２ 漁港施設の占用料の表備考３中「（昭和 63 年法律第 108 号）」を削り、

「第１号及び第２号」を「１及び２」に、「１００分の１０５を乗じて得た額」を

「消費税等相当額を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り捨てた額）」に改める。 

（たからだの里「環の湯」条例の一部改正） 

第８条 たからだの里「環の湯」条例（平成 18 年三豊市条例第 176 号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

１．５

３．１三豊市に在籍

する船舶につ

いては、１．５

円とする。

１．４

２．９三豊市に在籍

する船舶につ

いては、１．４

円とする。
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  第１０条第１項第２号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表 １ 温泉利用料の表一般の項中「５００」を「４８０」に改め、同表高齢

者（年齢７０歳以上の者）の項中「４００」を「３９０」に改め、同表子供（年齢

１２歳未満の者）の項中「３００」を「２９０」に改め、同表障害者等（心身障害

者等）の項中「４００」を「３９０」に改め、別表 ２ 貸室料の表中 

「                 「

                を                に改め

            」                」

る。 

（たからだの里「湯の谷荘」条例の一部改正） 

第９条 たからだの里「湯の谷荘」条例（平成 18 年三豊市条例第 177 号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

  第１０条第１項第２号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表 １ 宿泊料の表金額（１人１泊につき）の項中「７，３００」を「６，９

６０」に改め、同表 ２ 貸室料の表中 

「               「

               を               に改める。

           」               」

 （たからだの里「ふるさと伝承館」条例の一部改正） 

第１０条 たからだの里「ふるさと伝承館」条例（平成 18 年三豊市条例第 179 号）の

一部を次のように改正する。 

２，０００ ６００

 １，５００ ５００

２，０００ ６００

４，０００ １，５００

７，０００ ２，０００

１０，０００ ２，５００

１，９１０ ５８０

１，４３０ ４８０

１，９１０ ５８０

３，８１０ １，４３０

６，６７０ １，９１０

９，５３０ ２，３９０

４，０００ １，５００

５，０００ １，５００

６，０００ １，５００

３，８１０ １，４３０

４，７７０ １，４３０

５，７２０ １，４３０
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  第７条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

  第１０条第１項第２号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表中「１，５００」を「１，４３０」に改める。 

 （三豊市弥谷山ふれあいの森公園条例の一部改正） 

第１１条 三豊市弥谷山ふれあいの森公園条例（平成 18 年三豊市条例第 184 号）の一

部を次のように改正する。 

  第８条第１項中「金額」を「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り捨てた額）」に改める。 

  第１２条第１項第２号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第８条関係） 

           （単位：円）

区分 金額 備考

浴室 大人（１人当たり） １，５００

子ども（１人当たり） ８００ ５歳以上１２歳未満

宿泊室 ６，５００ 食事別

研修室 ５，０００ １時間当たり

研修ホール ３，０００ １時間当たり

ＡＶ機器使用料 ５，０００

モノライダー 大人（１人当たり） ４８０

子ども（１人当たり） ２９０ ３歳以上１２歳未満

滑り台マット １枚 １００

 （三豊市粟島海洋記念公園条例の一部改正） 

第１２条 三豊市粟島海洋記念公園条例（平成 18 年三豊市条例第 186 号）の一部を次

のように改正する。 
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  第７条中「定める」の次に「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り捨てた額）の」を加える。

  別表を次のように改める。

 別表（第７条関係）

  １ 宿泊施設使用料

 ル・ポール粟島（１人１泊につき）  

（単位：円）

区分 人数 宿泊料

洋室ツイン ２人利用 １１，４３０

１人利用 １３，３４０

和室１０人室 ４人以上 ９，５３０

 粟島少年自然の家（１室１泊につき）

    （単位：円）

区分 宿泊料

１室（８人まで） １４，２９０

 キャビン（１棟１泊につき）

（単位：円）

区分 利用料 備考

１棟 ９，５３０ １棟５人までとする。

    備考

     １ 幼児については、独立して寝具を利用した場合に限り、宿泊料の５０

パーセントの額を徴収する。

     ２ 冷暖房期間は、原則として７月から９月まで及び１２月から３月まで

とし、１人１泊につき２００円徴収する。

     ３ 洋室ツインの部屋において補助ベッドを利用する場合は、３，０００

円を宿泊料として徴収する。

     ４ 宿泊は午後４時から翌日午前１０時までとし、超過した場合は１室１

時間につき１，０００円徴収する。

     ５ キャビンにおいて、寝具を必要とする場合は、１組１，０００円徴収

する。
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  ２ その他施設使用料

 ル・ポール粟島貸室使用料（１時間当たり）

（単位：円）

     時間

  区分

９：００～

１２：００

１３：００～

１６：００

１７：００～

２１：００

和室 １５畳 １，９１０ １，９１０ ２，８６０

３０畳 ３，８１０ ３，８１０ ５，７２０

テニスコート ９６０ ９６０ １，４３０

    備考

     １ テニスコートを夜間に使用する場合は、照明料として５００円徴収す

る。

     ２ ル・ポール粟島宿泊者の場合は、この表に掲げる額の半額とする。

     ３ 冷暖房の使用料は、１室１時間につき２００円徴収する。

 キャンプ場

（単位：円）

テント１張り１日 持込み ９６０

（三豊市道路占用料徴収条例の一部改正）

第１３条 三豊市道路占用料徴収条例（平成 18 年三豊市条例第 196 号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２項中「１．０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費税法に基

づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭

和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗

じて得た金額をいう。）を加えた額」に改める。 

（三豊市港湾管理条例の一部改正） 

第１４条 三豊市港湾管理条例（平成 18 年三豊市条例第 199 号）の一部を次のように

改正する。 

  第１４条第１項中「き損」を「毀損」に改める。 

  別表 １ 港湾施設使用料の表中 

55



「                

                                 を 

                」

円

１．５

三豊市に在籍する船舶については、

定期船 ０．７円

不定期船 １．５円３．１

２．８２４時間以内に撤去の場合は無料

４．２

２．８

４．２

１０

１．３

三豊市が定める船舶

用の水道料金の額に

５０円を加算した額

７，５００

基本料金の額に５

割を加算した額

４．２

３．０

月額 ７．８

月額 ２３０
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「                

                                 に改め、 

                」

同表備考４を次のように改める。 

   ４ 使用料のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第６条第１項の規定に

より消費税を課さないこととされるものを除くものについての額は、この表

の備考以外の部分並びに１から３までにより計算して得られた額に消費税等

相当額（消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じ

て得た金額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課

される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を加え

た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

別表 ２ 港湾施設占用料の表備考４中「（昭和 63 年法律第 108 号）」を削り、

「第１号及び第２号」を「１及び２」に、「１００分の１０５を乗じて得た額」を

円

１．４

三豊市に在籍する船舶については、

定期船 ０．６円

不定期船 １．４円２．９

２．６２４時間以内に撤去の場合は無料

４．０

２．６

４．０

９．５

１．２

三豊市が定める船舶

用の水道料金の額に

５０円を加算した額

７，１４０

基本料金の額に５

割を加算した額

４．０

２．８

月額 ７．４

月額 ２１９
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「消費税等相当額を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り捨てた額）」に改める。 

（三豊市仁尾マリーナ条例の一部改正） 

第１５条 三豊市仁尾マリーナ条例（平成 18 年三豊市条例第 201 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第８条を次のように改正する。 

  （利用料金） 

 第８条 仁尾マリーナの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）については、

別表に定める金額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に基づ

き消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭

和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を

乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り捨てた額）の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理

者が定める。 

 ２ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第８条関係）  

（単位：円） 

区分 単位 県内 県外

ヨット・モーターボートの全長が14

フィート以下（陸上）

1隻1日につき 500 590

1隻1年につき 92,000 109,000

15 〃 〃 530 630

97,000 115,000

16 〃 〃 560 660

103,000 122,000

17 〃 〃 590 700

108,000 128,000

18 〃 〃 620 730

114,000 135,000

19 〃 〃 650 770

119,000 141,000
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20 〃 〃 680 810

125,000 148,000

21 〃 〃 720 860

132,000 157,000

22 〃 〃 760 910

140,000 167,000

23 〃 〃 800 960

147,000 176,000

24 〃 〃 840 1,010

155,000 186,000

25 〃 〃 880 1,060

162,000 195,000

26 〃 〃 940 1,130

173,000 207,000

27 〃 〃 1,000 1,190

183,000 218,000

28 〃 〃 1,060 1,260

194,000 230,000

29 〃 〃 1,110 1,320

204,000 241,000

30 〃 〃 1,170 1,380

215,000 253,000

31 〃 〃 1,230 1,450

225,000 266,000

32 〃 〃 1,290 1,530

236,000 280,000

33 〃 〃 1,340 1,600

246,000 293,000

34 〃 〃 1,400 1,680

257,000 307,000
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35 〃 〃 1,460 1,750

267,000 320,000

36 〃 〃 1,600 1,900

286,000 343,000

37 〃 〃 1,600 1,900

297,000 356,000

38 〃 〃 1,700 2,000

309,000 371,000

39 〃 〃 1,800 2,100

321,000 385,000

40 〃 〃 1,900 2,300

344,000 413,000

41 〃 〃 2,000 2,300

358,000 430,000

42 〃 〃 2,000 2,400

372,000 446,000

43 〃 〃 2,100 2,500

387,000 464,000

44 〃 〃 2,200 2,600

402,000 482,000

45 〃 〃 2,300 2,800

430,000 516,000

46 〃 〃 2,400 2,900

448,000 538,000

47 〃 〃 2,500 3,100

466,000 559,000

48 〃 〃 2,600 3,200

484,000 581,000

49 〃 〃 2,800 3,300

504,000 605,000
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50 〃 〃 2,900 3,500

539,000 647,000

51 〃 〃 3,100 3,700

560,000 672,000

52 〃 〃 3,200 3,800

583,000 700,000

53 〃 〃 3,300 4,000

606,000 727,000

54 〃 〃 3,400 4,100

630,000 756,000

55 〃 〃 3,700 4,400

674,000 809,000

56 〃 〃 3,800 4,600

701,000 841,000

57 〃 〃 4,000 4,800

729,000 875,000

58 〃 〃 4,100 5,000

759,000 911,000

59 〃 〃 4,300 5,200

789,000 947,000

60 〃 〃 4,600 5,500

844,000 1,013,000

61フィート以上 別途

ディンギータイプヨットの全長が14

フィート以下（陸上）

1隻1日につき 200 300

1隻1年につき 36,000 52,000

15 〃 〃 260 340

44,000 60,000

16 〃 〃 300 380

52,000 68,000
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21 〃 〃 340 420

60,000 76,000

22 〃 〃 380 480

68,000 84,000

23 〃 〃 420 520

76,000 92,000

ヨット・モーターボートの全長が20

フィート以下（海上）

1隻1日につき 1,100 1,320

1隻1年につき 200,000 240,000

21 〃 〃 1,150 1,380

210,000 252,000

22 〃 〃 1,210 1,450

220,000 264,000

23 〃 〃 1,260 1,510

230,000 276,000

24 〃 〃 1,320 1,580

240,000 288,000

25 〃 〃 1,370 1,650

250,000 300,000

26 〃 〃 1,430 1,710

260,000 312,000

27 〃 〃 1,480 1,730

270,000 324,000

28 〃 〃 1,540 1,840

280,000 336,000

29 〃 〃 1,590 1,910

290,000 348,000

30 〃 〃 1,650 1,980

300,000 360,000

31 〃 〃 1,720 2,060

313,000 375,000
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32 〃 〃 1,790 2,140

326,000 390,000

33 〃 〃 1,860 2,220

339,000 405,000

34 〃 〃 1,930 2,310

352,000 420,000

35 〃 〃 1,990 2,390

363,000 435,000

36 〃 〃 2,080 2,470

378,000 450,000

37 〃 〃 2,150 2,550

391,000 465,000

38 〃 〃 2,220 2,640

404,000 480,000

39 〃 〃 2,290 2,720

417,000 495,000

40 〃 〃 2,360 2,800

430,000 510,000

41 〃 〃 2,480 2,960

452,000 542,000

42 〃 〃 2,540 3,040

465,000 558,000

43 〃 〃 2,620 3,140

479,000 575,000

44 〃 〃 2,700 3,240

493,000 592,000

45 〃 〃 2,840 3,400

518,000 622,000

46 〃 〃 2,920 3,500

534,000 641,000
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47 〃 〃 3,000 3,600

550,000 660,000

48 〃 〃 3,100 3,720

566,000 679,000

49 〃 〃 3,200 3,820

583,000 700,000

50 〃 〃 3,360 4,020

612,000 734,000

51 〃 〃 3,460 4,140

631,000 757,000

52 〃 〃 3,560 4,260

649,000 779,000

53 〃 〃 3,660 4,380

669,000 803,000

54 〃 〃 3,780 4,520

689,000 827,000

55 〃 〃 3,960 4,740

723,000 868,000

56 〃 〃 4,080 4,880

745,000 894,000

57 〃 〃 4,200 5,040

768,000 922,000

58 〃 〃 4,320 5,180

791,000 949,000

59 〃 〃 4,460 5,340

814,000 977,000

60 〃 〃 4,760 5,600

871,000 1,045,000

61フィート以上 別途
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上

下

架

料

契約艇・往復 フィート モーターボ

ート

ヨット

23フィート以下 3,000 3,300

26フィート以下 3,500 3,850

30フィート以下 4,000 4,400

34フィート以下 5,500 6,050

39フィート以下 9,000 9,900

49フィート以下 15,000 16,500

60フィート以下 25,000 27,500

61フィート以上 別途 別途

ビジター艇・往復 23フィート以下 6,000 7,200

26フィート以下 7,000 8,400

30フィート以下 8,000 9,600

34フィート以下 11,000 13,200

39フィート以下 18,000 21,600

49フィート以下 30,000 36,000

60フィート以下 50,000 60,000

61フィート以上 別途 別途

研

修

施

設

会議室 半日 1室につき 1,000

1日 〃 2,000

大研修

室

半日 〃 2,000

1日 〃 4,000

小研修

室

半日 〃 1,000

1日 〃 2,000

宿泊 1人1泊につき 2,000

シャワー 1人1回につき 200

更衣室ロッカー 1日につき 100

バーベキューハウス 1炉1回につき 2,000

緑地テント1張5人用まで 1張1日につき 1,000

〃           10人用まで 〃 1,500
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ボートヤード 散水栓 1時間当たり 200

〃 電気使用料 〃 100

浮桟橋 散水栓 〃 200

〃  電気使用料 〃 200

船具庫 1個1年につき 20,000

クラブハウス 1m21日につき 20

屋外 1m21日につき 10

 （三豊市水道事業給水条例の一部改正） 

第１６条 三豊市水道事業給水条例（平成 18 年三豊市条例第 244 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３３条中「に１００分の１０５を乗じて得た合計金額」を「の合計額に消費税

等相当額（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に基づき消費税が課される金額に同

法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき

地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を加えた額」に、「基本料金及び従量（超過）料金」を「料金」に改める。 

  第３９条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額を加

えた額」に改める。 

 （三豊市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１７条 三豊市病院事業の設置等に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 245 号）  

の一部を次のように改正する。 

  第９条第３項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「それぞれ消費税等相当

額（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消

費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を加

えた額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）」に改

め、同条ただし書を削る。 

第１４条第３項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「それぞれ消費税等相

当額を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた

額）」に改め、同条ただし書を削る。 

 （三豊市公営設置浄化槽管理条例の一部改正） 

第１８条 三豊市公営設置浄化槽管理条例（平成 20 年三豊市条例第 7 号）の一部を次

のように改正する。 
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  第５条第１項中「別表第２に定める」の次に「額に消費税等相当額（消費税法

（昭和 63 年法律第 108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗

じて得た金額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課され

た金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）の」を加える。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第５条関係） 

使用料 

１ 高瀬処理区域 

（単位：円） 

人槽 使用料の月額 

５ ３，０００

６ ３，３００

７ ３，６００

８ ３，９００

１０ ４，４００

１１～１５ ５，３５０

１６～２０ ６，３００

２１～２５ ７，２５０

２６～３０ ８，５００

３１～４０ １１，１００

４１～５０ １３，７５０

５１～６０ ３１，０００

６１～７０ ３４，０００

７１～８０ ３７，０００

８１～９０ ４０，０００

９１～１００ ４３，０００

２ 三野処理区域 

（単位：円） 

人槽 使用料の月額 

５ ３，３００

６ ３，６００
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７ ３，９００

８ ４，２００

１０ ４，８００

１１～１５ ５，８００

１６～２０ ６，９００

２１～２５ ７，９００

２６～３０ ９，３００

３１～４０ １２，２００

４１～５０ １５，１００

５１～６０ ３１，０００

６１～７０ ３４，０００

７１～８０ ３７，０００

８１～９０ ４０，０００

９１～１００ ４３，０００

（三豊市文化会館条例の一部改正） 

第１９条 三豊市文化会館条例（平成 22 年三豊市条例第 3 号）の一部を次のように改

正する。 

  第４条第１項中「定める」の次に「額に消費税等相当額（消費税法（昭和 63 年法

律第 108 号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額

及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が課される金額に同法

に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を加えた額（当該額に１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）の」を加える。 

  第１４条第２項中「定める額」の次に「にそれぞれ消費税等相当額を加えた額

（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）」を加える。 

  別表 １ マーガレットホールの使用料の表中 
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「 

                               を 

」 

 「 

                               に改め、 

    」 

同表 ２ その他会議室等の使用料の表中 

「                 「 

                   を 

」                 」 

に改める。                      

 （三豊市準用河川土地占用料徴収条例の一部改正） 

４，０００ ５，０００ ６，０００ ５８，０００

１，６００ ２，０００ ２，４００ ２３，２００

４，８００ ６，０００ ７，２００ ６９，６００

１，９２０ ２，４００ ２，８８０ ２７，８４０

６，０００ ７，５００ ９，０００ ８７，０００

１，６００ ２，０００ ２，４００ ２３，２００

７，２００ ９，０００ １０，８００ １０４，４００

１，９２０ ２，４００ ２，８８０ ２７，８４０

３，８１０ ４，７７０ ５，７２０ ５５，２４０

１，５３０ １，９１０ ２，２９０ ２２，１００

４，５８０ ５，７２０ ６，８６０ ６６，２９０

１，８３０ ２，２９０ ２，７５０ ２６，５２０

５，７２０ ７，１５０ ８，５８０ ８２，８６０

１，５３０ １，９１０ ２，２９０ ２２，１００

６，８６０ ８，５８０ １０，２９０ ９９，４３０

１，８３０ ２，２９０ ２，７５０ ２６，５２０

４００ ４００ １６０

１，２００ １，８００ ４８０

６００ ９００ ２４０

６００ ９００ ２４０

７００ １，０５０ ２８０

１，０００ １，５００ ４００

６００ ９００ ２４０

６００ ９００ ２４０

５００ ７５０ ２００

６００ ９００ ２４０

６００ ９００ ２４０

３９０ ３９０ １６０

１，１５０ １，７２０ ４６０

５８０ ８６０ ２３０

５８０ ８６０ ２３０

６７０ １，０００ ２７０

９６０ １，４３０ ３９０

５８０ ８６０ ２３０

５８０ ８６０ ２３０

４８０ ７２０ ２００

５８０ ８６０ ２３０

５８０ ８６０ ２３０
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第２０条 三豊市準用河川土地占用料徴収条例（平成 24 年三豊市条例第 37 号）の一

部を次のように改正する。 

  別表備考に次のように加える。 

   ５ 占用のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第６条第１項の規定によ

り消費税を課さないこととされるものを除くものについての占用料の額は、

この表の備考以外の部分並びに３及び４により計算して得られた額に消費税

等相当額（消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗

じて得た金額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき地方消費税が

課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当

該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

   附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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